
事 務 連 絡

令 和 ６ 年 ４ 月 1 1 日

動物医薬品検査所 御中

消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐

（薬事審査管理班担当）

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省

令の制定について

このことについて、別添写しのとおり各都道府県宛て通知したので、御了知くだ

さい。



事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ４ 月 1 1 日 

 

 各都道府県畜産主務課 御中 

 

農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 

畜水産安全管理課課長補佐 

（ 薬 事 審 査 管 理 班 担 当 ） 

 

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する 

省令の制定について 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35

年法律第 145 号）第 83 条の４第１項の規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の

使用の規制に関する省令の一部を改正する省令（令和６年農林水産省令第 26 号）

が別添のとおり公布され、同日から施行されました。 

今回の改正内容は下記のとおりですので、薬事監視及び指導の参考としてくださ

い。 

 

記 

 

１ 改正の内容 

「ケトプロフェンを有効成分とする注射剤」及び「ツラスロマイシンを有効成

分とする注射剤」をそれぞれ「ケトプロフェンを有効成分とする注射剤（別表第

２に掲げるものを除く。）」及び「ツラスロマイシンを有効成分とする注射剤（別

表第２に掲げるものを除く。）」に変更し、「ケトプロフェン及びツラスロマイ

シンを有効成分とする配合剤たる注射剤」について、「動物用医薬品使用対象動

物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を設定。 

 

２ 施行期日 

令和６年４月 11日 

 

３ 参考 

今回の改正に関連する製剤は以下のとおりです。 

販売名：ドラクシン KP（ゾエティス・ジャパン株式会社） 

効能又は効果： 

［有効菌種］マンヘミア ヘモリチカ、パスツレラ ムルトシダ、ヒストフィル

ス ソムニ、マイコプラズマ ボビス 

［適応症］ 牛（生後 13 月を超える雌の乳牛（食用に供するための搾乳がさ

れなくなったものを除く。）を除く。）：発熱を伴う細菌性肺炎 

小林明子(KOBAYASHIAkiko)
写し
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令
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令
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す
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次
の
表
に
よ
り
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改
正
後
欄
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掲
げ
る
規
定
の
傍
線
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付
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部
分
を
加
え
る
。 
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附 

則 
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